
（厚生労働省ホームページより）   

7．  

無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について   

医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゆう及び柔道整復の施術所等  

において、あん摩、堆若しくは指圧、はり又はきゆう及び柔道整復を業と  

して行おうとする場合には、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関す  

る法律（昭和22年法律第217号）において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧  

師免許、はり師免許又はきゆう師免許を、柔道整復師法（昭和45年法律第19号）  

においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許で  

これらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。   

厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん  

摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。   

あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれま  

しては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていた  

だきますようお願いいたします。  

厚生労働省医政局医事課   

（関係通知）  

医業類似行為に対する取扱いについて  
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○医業類似行為に対する取扱いについて  
（平成三年六月ニ八日）  

（医事第五八号）  

（各都道府県衛生担当部（局）長あて厚生省健康政策局医事課長通知）  
近時、多様な形態の医業類似行為又はこれと紛らわしい行為が見られるが、これらの行為に  

対する取扱いについては左記のとおりとするので、御了知いただくとともに、関係方面に対す  

る周知・指導方よろしくお倣いする。  
記  

1 医業類似行為に対する取扱いについて  
（1） あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について  

医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゆう及び柔道整復については、  
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律（昭和二十二年法律第二百十七  
号）第十二条及び柔道整復師法（昭和四十五年法律第十九号）第十五条により、それぞれあん  
摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許を有する看でなければこれ  
を行ってはならないものであるので、無免許で業としてこれらの行為を行ったものは、そ  
れぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条の五及び柔道  
整復師法第二十六条により処罰の対象になるものであること。  

（2） あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について  
あん摩マッサージ指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為については、あ  

ん摩マッサー・ジ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条のこにより同法公布の  
際引き続き三か月以上医業類似行為を業としていた看で、届出をした者でなければこれを  
行ってはならないものであること。したがって、これらの届出をしていない者について  
は、昭和三十五年三月三十日付け医発第二四七号の一厚生省医務局長通知で示したとお  

り、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処  
罰の対象となるものであること。  

2 いわゆるカイロプラクティック療法に対する取扱いについて  
近時、カイロプラクティックと称して多様な療法を行う者が増加してきているが、カイロ  

プラクティツウ療法については、従来よりその有効性や危険性が明らかでなかったため、当  
省に「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」のための研究会を設けて検討を行ってきた  

ところである。今般、同研究会より別添のとおり報告書がとりまとめられたが、同報告にお  
いては、カイE】プラクティツク療法の医学的効果についての科学的評価は未だ定まっておら  
ず、今後とも検討が必要であるとの認識を示す－方で、同療法による事故を未然に防止する  
ために必要な事項を指摘している。  

こうした報告内容を踏まえ、今後のカイロプラクティック療法に対する取扱いについて  
は、以下のとおりとする。  
（1） 禁忌対象疾患の認識  

力イロブラクティツク療法の対象とすることが適当でない疾患としては、→般には腫癌  
性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほ  
か徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、  
後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊  
椎、側鸞症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについて  
は、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。  

（2） 一部の危険な手技の禁止  
カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれて  

いるが、とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に  
損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。  

（3） 適切な医療受療の遅延防止  
長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪する  

場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的に器質的疾患を有し  
ている可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。  

（4） 誇大広告の規制  
力イロブラクティツク療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等医学  

的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関  
する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項又は医療法（昭和二十三年法律  
第二百五号）第六十九条第一項に基づく規制の対象となるものであること。  

別添 略  
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8．女性医師バンクについて  

日本医師会女性医師パンクは、医師の再就業を支援する職業紹介事業です。  

登録・紹介。相談にあたり、費用は一切いただきません。  

就業に関するこ相談は、］う●ィネーター（医師）がきめ細やかに対応いたします。  

ご登録いただいた情報は、適正に管理し、秘密は厳守いたします。  

日本全国の医師、医療機関にご利用し  1ただけます。  

すぐに働く予定のない方や、現在就業中の方もご登録いただけます。  

ホームページから簡単に仮登録が可能です。  

／r土／コツ参ご勘冒で密∂原 電話、FAXにて求人・求職登録票を各センターにご請求い  
ただき、所定の書類※を添付のうえご郵送ください。その後、コーディネーター（医師）が  
電話や面談にてご相談に応じます。  

就業までの流れ 一 求職者。求人者共通 －  

WEB上から仮登録 出力した求人・求 センターより登録  
をして＜だい。パリ 織豊録宗をセン  完了の連絡があり  
コンをお持ちでない タ一にご郵送＜だ ます。  
万はセンターヘお問 さい。㌔  
い合わせください。  

求人・求職情報の検  
索閲覧が可能になり  
ます。ご葛望の情報  
がありましたらセン  
ターヘ紹介依頼をし  
てください。  

センターより  
紹介状が送ら  
れます。  

面三炎一成立  

※求職者登録の際に本人確認を実施いたします。仮登録の際の求職登録票をプリントアウトし   
て押印のうえ、医師免許の写しのほか、本人確認書類と共に、ご郵送ください。  

＜本人確言郡旨顛＞運転免許証、保険証、パスポート、住民票「発行から6ケ月以内のもの」、いずれかの写し一息  

（ご遠路・お聞合せ先）  

中央センタ印兼東日本センタ鮒  

〒113－8621東京都文京区本駒込2－28－16  

日本医師会舘 BIF  

TEL：03（こ3942）6512 FAX二03（3942）7397  

西日本セン各w  

〒812－8551福岡県福岡市博多区博多駅南2－9－30  

福岡県医師会館：∋F  

TEL：092（431〉5020 FAX：092（431）ら080  
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田本医師芸文性医師バンクi謀、  

医師の就業を支援する職業紹介事  

業です。  

求人情報の提供と人材紹介、就業  

に至るまでの支援を行います。ま  

た、働きやすい環境の整備を推進  

するとともに、就業後も様々なご  

相談に応じます。  

む諷芸芸諷、方も登録できます。 八一■’‾  ノ‘■」  

田本医師会  

女性医師ノ篭ン肇  

ll】／llヒ・1l】．‥    h ■り  

ミり∴‾！仁王．恒∴＋㌧．・∴ン．十．   
＼ゝこゴ√－  

亡               －－－－・  ご  

章束■巴こご一票Ⅶ・－  

兼  

東日本センタ椚  

日本医師会館  

〒113－8621東京都文京区本駒込2－28－16  

日本医師会館BIF  

TEし：03－3942－6512 FAX：03－3942－7397  

粥西に菖極点を超さ、医師の逼格を持ったコーディネーターか  

面僅や電話により、．就業に関するほ々な相談に応じます  

無  料二登録・紹介・相談にあたり、費用は  

一切いただきません。  

個別対応：就業に関するご相談は、コーディネ  

ーターが、電話や面接により対席い  

たします。  

西日本怒ン夕闇  

福岡県医師会館  

〒812－8551福岡市博多区博多駅南2－9－30  

清岡県メディカルセンタービル3F  

TEL：092－43l－5020 FAX：092－43ト5080  

秘藍髄守：こ登録いただいた情報は、適正に管  

理し、秘密は厳守いたします。  

日本主因二日本豊国の医師、医療機関にこ利  

いただけます（表具でない方も撃  

できます）。  

多すぐに働く予定のない方や、現在  

就業中の方もこ登録いただけます。  
・      ▲  三  

厚生労働大臣許可13一ユー301810  

日本医師会女性医師バンク  
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9．医師派遣型研修システム創設支援事業  
（マグネットホスピタル研修）   

ノ   



10．医師及び医療関係職と事務職員等との問等での役割分担の  

推進について（概要）（医政局長通知）  

○ 近年、病院に勤務する若年・中堅層の医師を中心に極めて鼠しい勤務環境に置かれて   

いるが、その要因の一つとして、医師でなくても対応可能な業務までも医師が行ってい   

る現状があるとの指摘がなされているところ。  

○ このため、今般、医師等でなくても対応可能な業務等について整理した。なお、今後   

も、各医療機関からの要望や実態を踏まえ、医師、看護師等の医療関係職、事務職員等   

の間での役割分担の具体例について、適宜検討を行う予定である。  

○ 役割分担の具体例  

（1）医師、看護師等の医療関係職と事務職員等との役割分担   

1） 書類作成等  

① 診断書、診療録及び処方せんの作成  

② 主治医意見書の作成  

③ 診察や検査の予約  

2） ベッドメイキング  

3） 院内の物品の運搬・補充、患者の検査室等への移送  

4） その他（診療報酬請求書の作成、書類や伝票類の整理、医療上の判断が必要で  

ない電話対応 等）  

（2）医師と助産師との役割分担   

正常分娩の取扱い  

（3）医師と看護師等との役割分担   

1） 薬剤の投与量の調節   

2） 静脈注射   

3） 救急医療等における診療の優先順位の決定   

4） 入院中の療養生活に関する対応   

5） 患者・家族への説明   

6） 採血、検査についての説明   

7） 薬剤の管理   

8） 医療機器の管理  
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医政発第1228001号  

平成19年12月28日  

各都道府県知事 殿  

厚生労働省医政局長  

医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について   

近年、医師の業務については、病院に勤務する若年・中堅層の医師を中心に極めて厳し  

い勤務環境に置かれているが、その要因の一つとして、医師でなくても対応可能な業務ま  

セも医師が行っている現状があるとの指摘がなされているところである。また、看護師等  

の医療関係職については、その専門性を発揮できていないとの指摘もなされている。   

良質な医療を継続的に提供していくためには、各医療機関に勤務する医師、看護師等の  

医療関係職、事務職員等が互いに過重な負担がかからないよう、医師法（昭和23年法律  

第201号）等の医療関係法令により各職種に認められている業務範囲の中で、各医療機  

関の実情に応じて、関係職種間で適切に役割分担を図り、業務を行っていくことが重要で  

ある。   

このため、今般、医師等でなくても対応可能な業務等について下記のとおり整理したの  

で、貴職におかれては、その内容について御了知の上、各医療機関において効率的な業務  

運営がなされるよう、貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に周知方願  

いたい。   

なお、今後も、各医療機関からの要望や実態を踏まえ、医師、看護師等の医療関係職、  

事務職員等の間での役割分担の具体例について、適宜検討を行う予定であることを申し添  

える。  

記  

1．基本的考え方   

各医療機関においては、良質な医療を継続的に提供するという基本的考え方の下、医  

師、看護師等の医療関係職の医療の専門職種が専門性を必要とする業務に専念すること   

により、効率的な業務運営がなされるよう、適切な人員配置の在り方や、医師、看護師  
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等の医療関係職、事務職員等の問での適切な役割分担がなされるべきである。   

以下では、関係職種間の役割分担の一例を示しているが、実際に各医療機関において  

適切な役割分担の検討を進めるに当たっては、まずは当該医療機関における実情（医師、  

看護師等の医療関係職、事務職員等の役割分担の現状や業務量、知識・技能等）を十分  

に把握し、各業務における管理者及び担当者間においての責任の所在を明確化した上で、  

安全・安心な医療を提供するために必要な医師の事前の指示、直接指示のあり方を含め具  

体的な連携・協力方法を決定し、関係職種間での役割分担を進めることにより、良質な  

医療の提供はもとより、快適な職場環境の形成や効率的な業務運営の実施に努められた  

い。  

2．役割分担の具体例  

（1）医師、看護師等の医療関係職と事務職員等との役割分担   

1） 書類作成等  

書類作成等に係る事務については、例えば、診断書や診療録のように医師の診察  

等を経た上で作成される書類は、基本的に医師が記載することが想定されている。  

しかしながら、①から③に示すとおり、一定の条件の下で、医師に代わって事務職  

員が記載等を代行することも可能である。  

ただし、医師や看護師等の医療関係職については、法律において、守秘義務が規  

定されていることを踏まえ、書類作成における記載等を代行する事務職員について  

は、雇用契約において同趣旨の規定を設けるなど個人情報の取り扱いについては十  

分留意するとともに、医療の質の低下を招かないためにも、関係する業務について  

一定の知識を有した者が行うことが望ましい。  

他方、各医療機関内で行われる各種会議等の用に供するための資料の作成など、  

必ずしも医師や看護師等の医療関係職の判断を必要としない書類作成等に係る事務  

についても、医師や看護師等の医療関係職が行っていることが医療現場における効  

率的な運用を妨げているという指摘がなされている。これらの事務について、事務  

職員の積極的な活用を図り、医師や看護師等の医療関係職を本来の業務に集中させ  

ることで医師や看護師等の医療関係職の負担の軽減が可能となる。  

① 診断書、診療録及び処方せんの作成   

診断書、診療録及び処方せんは、診察した医師が作成する書類であり、作成責   

任は医師が負うこととされているが、医師が最終的に確認し署名することを条件   

に、事務職員が医師の補助者として記載を代行することも可能である。また、電   

磁的記録により作成する場合は、電子署名及び認証業務に関する法律（平成12   

年法律第102号）第2条第1項に規定する電子署名をもって当該署名に代える   

ことができるが、作成者の識別や認証が確実に行えるよう、その運用においては   

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守されたい。  
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② 主治医意見書の作成  

介護保険法（平成9年法律第123号）第27条第3項及び第32条第一3項に   

基づき、市町村等は要介護認定及び要支援認定の申請があった場合には、申請者   

に係る主治の医師に対して主治医意見書の作成を求めることとしている。  

医師が最終的に確認し署名することを条件に、事務職員が医師の補助者として   

主治医意見書の記載を代行することも可能である。また、電磁的記録により作成   

する場合は、電子署名及び認証業務に関する法律（平成12年法律第102号）   

第2条第1項に規定する電子署名をもって当該署名に代えることができるが、作   

成者の識別や認証が確実に行えるよう、その運用においては「医療情報システム   

の安全管理に関するガイドライン」を遵守されたい。  

③ 診察や検査の予約   

近年、診察や検査の予約等の管理に、いわゆるオーダリングシステムの導入を   

進めている医療機関が多く見られるが、その入力に係る作業は、医師の正確な判   

断・指示に基づいているものであれば、医師との協力・連携の下、事務職員が医   

師の補助者としてオーダリングシステムヘの入力を代行することも可能である。  

2） ベッドメイキング   

保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第5条に規定する療養上の   

世話の範暗に属さない退院後の患者の空きのベッド及び離床可能な患者のベッドに   

係るベッドメイキングについては、「ベッドメイキングの業務委託について（回答）」  

（平成12年11月7日付け医政看発第37号・医政経発第77号。以下「業務委   

託通知」という。）において示しているとおり、看護師及び准看護師（以下「看護職   

員」という。）以外が行うことができるものであり、業者等に業務委託することも可   

能である。   

ただし、入院患者の状態は常に変化しているので、業務委託でベッドメイキング   

を行う瘍合は、業務委託通知において示しているとおり、病院の管理体制の中で、   

看護師等が関与して委託するベッドの選定を行うなど、病棟管理上遺漏のないよう   

十分留意されたい。  

3） 院内の物品の運搬・補充、患者の検査室等への移送   

滅菌器材、衛生材料、書類、検体の運搬・補充については、専門性を要する業務   

に携わるべき医師や看護師等の医療関係職が調達に動くことは、医療の質や量の低   

下を招き、特に夜間については、病棟等の管理が手薄になるため、その運搬・補充   

については、看護補助者等の活用や院内の物品運搬のシステムを整備することで、   

看護師等の医療関係職の業務負担の軽減に資することが可能となる。その際には、   

院内で手順書等を作成し、業務が円滑に行えるよう徹底する等留意が必要である。  

また、患者の検査室等への移送についても同様、医師や看護師等の医療関係職が  
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行っている場合も指摘されているが、患者の状態を踏まえ総合的に判断した上で事  

務職員や看護補助者を活用することは可能である。  

4） その他   

診療報酬請求書の作成、書類や伝票類の整理、医療上の判断が必要でない電話対   

応、各種検査の予約等に係る事務や検査結果の伝票、画像診断フイルム等の整理、   

検査室等への患者の案内、入院時の案内（オリエンテーション）、入院患者に対する   

食事の配膳、受付や診療録の準備等についても、医師や看護師等の医療関係職が行   

っている場合があるという指摘がなされている。事務職員や看護補助者の積極的な   

活用を図り、専門性の高い業務に医師や看護師等の医療関係職を集中させることが、   

医師や看護師等め医療関係職の負担を軽減する観点からも望ましいと考えられる。   

また、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）の遵守等、事務   

職員の適切な個人情報の取り扱いについて十分留意されたい。  

（2）医師と助産師との役割分担  

保健師助産師看護師法において、助産師は助産及びじょく婦及び新生児の保健指  

導を担っているものである。医師との緊密な連携・協力関係の下で、正常の経過を  

たどる妊婦や母子の健康管理や分娩の管理について助産師を積極的に活用すること  

で、産科医療機関における医師の業務負担を軽減させることが可能となる。こうし  

た産科医療機関における医師の業務負担の軽減は、医師が医師でなければ対応でき  

ない事案により専念できることにより、医師の専門性がより発揮されることを可能  

とするとともに、地域のより高次の救急医療を担う医療機関における産科医師の負  

担の軽減にも資することとなる。  

特に医療機関においては、安全1安心な分娩の確保と効率的な病院内運用を図る  

ため、妊産婦健診や相談及び院内における正常分娩の取扱い等について、病院内で  

医師・助産師が連準する仕組みの導入も含め、個々の医療機関の事情に応じ、助産  

師がその専門性を発揮しやすい環境を整えることは、こうした業務分担の導入に際  

し有効なものである。  

医師と助産師の間で連携する際には、十分な情報の共有と相互理解を構築すると  

ともに、業務に際しては母子の安全の確保に細心の注意を払う必要があることは当  

然の前提である。  

（3）医師と看護師等の医療関係職との役割分担  

医師と看護師等の医療関係職との間の役割分担についても、以下のような役割分  

担を進めることで、医師が医師でなければ対応できない業務により集中することが  

可能となる。また、医師の事前指示やクリテイカルパスの活用は、医師の負担を軽  

減することが可能となる。  

その際には、医療安全の確保の観点から、個々の医療機関等毎の状況に応じ、個  
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別の看護師等の医療関係職の能力を踏まえた適切な業務分担を行うことはもとより、  

適宜医療機関内外での研修等の機会を通じ、看護師等が能力の研鏡に励むことが望  

ましい。  

1） 薬剤の投与量の調節   

患者に起こりうる病態の変化に応じた医師の事前の指示に基づき、患者の病態の  

変化に応じた適切な看護を行うことが可能な場合がある。例えば、在宅等で看護に   

あたる看護職員が行う、処方された薬剤の定期的、常態的な投与及び管理について、  

患者の病態を観察した上で、事前の指示に基づきその範囲内で投与量を調整するこ   

とは、医師の指示の下で行う看護に含まれるものである。  

2） 静脈注射   

医師又は歯科医師の指示の下に行う看護職員が行う静脈注射及び、留置針による   

ルート確保については、診療の補助の範疇に属するものとして取り扱うことが可能   

であることを踏まえ、看護職員の積極的な活用を図り、医師を専門性の高い業務に   

集中させ、患者中心の効率的な運用に努められたい。   

なお、薬剤の血管注入による身体への影響は大きいことから、「看護師等による静   

脈注射の実施について」（平成14年9月30日医政発第0930002号）において示し   

ているとおり、医師又は歯科医師の指示に基づいて、看護職員が静脈注射を安全に   

できるよう、各医療機関においては、看護職員を対象とした研修を実施するととも   

に、静脈注射の実施等に関して、施設内基準や看護手順の作成・見直しを行い、ま   

た、個々の看護職員の能力を踏まえた適切な業務分担を行うことが重要である。  

3） 救急医療等における診療の優先順位の決定   

夜間t休日救急において、医師の過重労働が指摘されている現状を鑑み、より効   

率的運用が行われ、患者への迅速な対応を確保するため、休日や夜間に診療を求め   

て救急に来院した場合、事前に、院内において具体的な対応方針を整備していれば、   

専門的な知識および技術をもつ看護職員が、診療の優先順位の判断を行うことで、   

より適切な医療の提供や、医師の負担を軽減した効率的な診療を行うことが可能と   

なる。  

4） 入院中の療養生活に関する対応   

入院中の患者について、例えば病棟内歩行可能等の活動に関する安静度、食事の   

変更、入浴や清拭といった清潔保持方法等の療養生活全般について、現在行われて   

いる治療との関係に配慮し、看護職員が医師の治療方針や患者の状態を踏まえて積   

極的に対応することで、効率的な病棟運営や患者サービスの質の向上、医師の負担   

の軽減に資することが可能となる。  
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5） 患者・家族への説明   

医師の治療方針の決定や病状の説明等の前後に、看護師等の医療関係職が、患者   

との診察前の事前の面談による情報収集や補足的な説明を行うとともに、患者、家   

族等の要望を傾聴し、医師と患者、家族等が十分な意思疎通をとれるよう調整を行   

うことで、医師、看護師等の医療関係職と患者、家族等との信頼関係を深めること   

が可能となるとともに、医師の負担の軽減が可能となる。   

また、高血圧性疾患、糖尿病、脳血管疾患、うつ病（気分障害）のような慢性疾   

患患者においては、看護職員による療養生活の説明が必要な場合が想定される。こ   

のような場合に、医師の治療方針に基づき看護職員が療養生活の説明を行うことは   

可能であり、これにより医師の負担を軽減し、効率的な外来運営が行えるとともに、   

患者のニーズに合わせた療養生活の援助に寄与できるものと考える。  

6） 採血、検査についての説明  

採血、検査説明については、保健師助産師看護師法及び臨床検査技師等に関する   

法律（昭和33年法律第76号）に基づき、医師等の指示の下に看護職員及び臨床   

検査技師が行うことができることとされているが、医師や看護職員のみで行ってい   

る実態があると指摘されている。  

医師と看護職員及び臨床検査技師との適切な業務分担を導入することで、医師等   

の負担を軽減することが可能となる。  

7） 薬剤の管理   

病棟等におlナる薬剤の在庫管理、ミキシングあるいは与薬等の準備を含む薬剤管   

理について、医師や看護職員が行っている場合もあると指摘されているが、ミキシ   

ングを行った点滴薬剤等のセッティング等を含め、薬剤師の積極的な活用を図り、   

医師や看護職員の業務を見直すことで、医療安全の確保及び医師等の負担の軽減が   

可能となる。  

8） 医療機器の管理  

生命に影響を与える機器や精密で複雑な操作を伴う機器のメンテナンスを含む   

医療機器の管理については、臨床工学技士法（昭和62年法律第60号）に基づき、   

医師の指示の下、臨床工学技士が行うことができるとされているところであるが、   

医師や看護職員のみで行っている実態も指摘されている。臨床工学技士の積極的な   

活用を図り、医師や看護職員の業務を見直すことで、医療安全の確保及び医師等の   

負担の軽減が可能となる。  
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